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企業・事業場名称 所在地 公表日 違反法条 事案概要 その他参考事項

　中電プラント（株） 広島県広島市 R4.7.21
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条
労働者派遣法第45条

特定元方事業者及び関係請負人の労働
者が同一の場所で作業を行う際、作業
間の連絡及び調整を行わなかったもの

R4.7.21送検

　カメヤ（株）
島根県隠岐郡隠
岐の島町

R4.11.8 最低賃金法第４条
労働者９名に、２か月間の定期賃金合
計約250万円を支払わなかったもの

R4.11.8送検

（株）プロテリアル安来製
作所

島根県安来市 R5.3.17
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約12ｍのクレーンガーダの開口部
に手すり等を設けることなく労働者に
作業を行わせたもの

R5.3.17送検

（有）板橋木工所 島根県出雲市 R5.4.19
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第123条

木材加工用丸のこ盤で作業させるにあ
たり、歯の接触予防装置を設けていな
かったもの

R5.4.19送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案


